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ドイツ電機工業大経営における職員層

の位置について

19世紀中葉のドイツにおける職員層の状態(1トー

今久保 草 生

I はじめに

職員 層 AngestelItenschaftがドイツ資本主義社会に大量に登場するのは，

およそ19・20世紀の交替期以降のことに属する"。 そしてこの職員層が，第二

帝制からヴァイマル共和制を経てナチ λ体制の成立に至る過程において，独自

の行動株式を示し，また重要な役割を演じたことは，同時代の観察者によって

指摘されてきたところである九最近ではそうした職員層の問題は，フィッず

ャ 論争以後のいわゆるドイツ史にお什る連続性の議論とも関わりつつ，とく

1) 商業従業者総数に占める職員数の比は， 1882:年に6.5%，189&年に8.3%，1907年に11.3%であ

り また工業の場合は目それぞれ2.0拍. 3.3%. 5.7%である CD.Stegmann， Zwisr'hf'n Re 

pression und Manipulati叩 KonservativeMachteliten und Arbei匝 T-und Angestellten-

bewegung 1910-1918， in: Arch. f.. S目 ia/geschicht:e， XII， 1972， S. 365)ロ帝国統計D不欄

を修正したVーデラーの試算によれば， 19昨年の就業者総数に対する職員の比は 10.8%にのぼ

る (E.Lederer， Du:: Privutωg凸 tdltenin der mod.吋 nenWiげ schafts.の"回κklung，
Tubingen 1912， S. 32¥ ともあれ以上から，当時すでに職員層が歴史過躍の 規定要因として

の重みをもつに主っていることが知られる。

2) G. Schmoller， Was担 問tehenwir unt'er dem Mittelstande;> Hat er im 19. Jahr-‘ 

hunde吋 zu-oder abgen01nmen? Vortrag auf dem-9. evangerischιozialen . Kongres 

in LeiTzig am 11. 6. 1897， Gottin宮en1907， S. 26; ders.. Die soziale Frage， Munchen-

Leipzig 1918， S. 617f.; H. Pottho旺，Die Organisation des Privatbeamtenstandes， Berlin 

1904， S. 5-8; Lede目 r，Die Bewegung der Privatang，回telltenseit deIn Herbst 1918， in 

Arch. f. Sozialwiss. u. Sozialpol.， Bd. 47， 1921， S. 585-619;大内兵楠，(ドイツにおける〕

樺結生活者の没落とその運動」大原社研『バンフ νツト』第8号， 1923年， Ir:大内兵荷著作集』

第5巷，岩波書唐， 1975年， 431-501ペ←ジ;F. Croner， Die Angestelltenbewegung nach der 

Wahrungsstabilisierung， in べば3メ Bd. 60， 1928， S. 103-146; T. Geiger， Die soziale 

Schichtung des d.印 tschenVolks， Stuttgart 1932， S. 103-122 ~参照されたい凶
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に，ナチスt台頭の鍵を握る「中間層」の動向如何， といった関心から，改めて

史家の注目するどころとなっているヘ

しかし，最近の研究動向に限っても，職員層に対する評価は必ずしも一致し

℃いない。この点を主な論者について検討すれば，次のような，およそ三通り

の相反する職員像が形作られてし、るといえよう。まず， H.-U ヴェーラ一等と

ともに西独史学界における社会史の新たな潮流を代表し r職員の問題性Jに
ノイ z ミツデルシユタ Y ト . 

最も精力的に取り組んでいる J. ~ッカは， (1)職員層つまり rr新中間層」り大

部分」の，第二帝市Jおよびナチズムの社会的基盤としての基本的意義士強調す

る。 (2)そして， この層とナチズムとの親和性のイデオ円ギー的基盤として，次

のような職員層の精神的態度の突錯・融合を重視している。つまり，一方にお

ける， r著しく反階層制的・反伝統ギ義的・反資本主義的な陪音を伴う，富者

や権力者に対する階級社会的な紛争の姿勢」と，他方における，一一第二帝制

期をも貫通する，前工業的・前資本主義的で一定程度前市民的な伝統の継続的
ベルーフスターテンデイヅグツテル~~テγデイ γ シE

影響に基づく-ー職業身分的かっ中間身分的な自己認識，および r<"ス」

に対する「反プロレタリア的・反平等主義的・反社会主義的な隔絶指向」とが

それである。 (3)また，大戦・革命期の職員層の「プロレタリア化Jに伴う「左

への地すべり」の事実は認めながらも，他方において，それの内実の諸限界を

指摘し， r多くの点で戦争は例外的状況であった」とするヘ

の この点，大野英二「ドイツーファシズムり社会的基盤」京大『経済論叢』第105巻第4. 5 . 

6号， 197C年， 50-78へジ乞書照。
4) さしあたり， J. Kocka， Klassengesellschaft im K:.向 eg1914-1918， Gottingen 1973， S 

65-95; ders.， 2m Problematik der deutschen Angestellten 1914-1933， in: H. Mommsen 
u. a. (Hg.)， lndustrielles System undρolitische Ent'wlcklung in der Weimarer Re 

ρubZik， Dusseldorf 1974， S. 792-811 を参陪1。 コッカとほぼ同じ見解を示すものとして， M

Broszat， A~何 terschafiム Mittelstand l ηd Demokratie in Deutsch1and 1870-1933. 

Maschinenschrift， 1974， S. 18-33，千代田寛訊 11870-1933年のドイツにおける労働者階級中
間身分民主主義」広島大『史学研究』第123号.1971年 8-17-'ージ;H.-U. Wehler， Der 
deutsche Mittelstmぱ inder lndustriailsierung， Mascl由 enschrift，1976. S. 8-10.早島瑛

訳「ドイツの工業化と中産階級」地核組簡研究所『地墳と睦揖』第10号， 1917:年.. 43-44へ 少

をも参照されたい。ヴェーヲーは.職員層を「原理的にはむLろ保守的・右派自由主義的な選挙
人集団」と規定している仁Wehler.a. a. 0.. S. 10)。ともあれこの両者は，後述するコッカり
把握の問題点をも共有している.
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次に，フィッシャー学派の D. シュテークマンの主張を整理すれば， (1)彼は，

職員層ないし「新中間層」を，権威的第二帝制に対する〔市民的な〕民主的解

金窪動ゐ£己、宇と見る。 (2)その見方は，彼が明らかにした次の事実に基づくも

のと思われる。すなわち， 1914年までの「保守的権力エリート」の抑圧的権威

的な権力固持策と， 1918年までのこれらのエリートによる，前ファゾズム的イ

デオロギーと組織を用いた大衆の「遠隔操縦」とが，労働者と職員を掌揮しえ

なかった事実，および，いわゆる反結集陣営を代表するハ γ ヂ同盟 (1909年発

足〉が広汎な職員団体を編入した事実，である引。

最後に，西独マルクシ品ト， U カドりツケは， (1)職員層を「職員賃労働者」

angestellte Lohnarbeiter または「忍耐強い会働金」と規定~， とくにとの層

の社会主義的変革主体と Lての位相に強U照明をあてている。 (2)そして，革命

後ヴァイマル共和制末期に辛る諸政治的経済的危機の過程においても，大都市

の商工業大経営の職員は， i印象深いほど一貫して自由労組的職員団体に支配

されJ， ナチ党に対する「広汎な免疫性」を保持したとするo (3)他方彼は，職

員のなかの一定の要素一一地方の小営業の商業使用人大衆，大戦以降のいわば

デクラッセ〔元自営業者， 退役軍人)，失業者一ーが， 危機の下でナチスムに

「誤った政治的希望」を託したことも認めるが， (4)これについては，彼等の，

偏狭で分散的な労働事情，生活史的条件や伝統の内面化による小市民的執着，

といづた要因に規定された，ナチ・イデオロギーの身分的・保守的な側面への指

向性とともに， とりわけ， ドイツ労働運動の分裂に直面しての展望の喪失

左翼ファシズムの疑似プロルタリア的な利益政策への吸収， という連関白意義

主強調しているへいま，これらを詳細に吟味する余裕はないが，少くとも次

5) Stegmann， a. a. 0.， S. 351-414; ders.， Die Erben Bismarcks， Koln-Berlin 1970， S 

344-351 あとり事実につき γュテークマンは.，ιζに， 自由主義尚企業家層と新中間層におし
て，たとえきわめて眠られたもりであったとはいえ，プロイセン ドイツの社会経済体制を解き
ほ「す可能性を与える運動がっくり出された」と評価している (ebd.，S. 351)。なお，革命後の
職員層についての設の見解は不明である。

6) U. Kadritzke. Ang白色ellte.D.日 geduldig帥 Aγbeiteれ ZurSo:dologie und sozialen 
Bewegung der Ang，白 te!Zt.の1，Frankfllrt a. M..K凸ln1975. S. 9-12. 139-155. 199-381 なノ
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の 3点だけは指摘しておかなければならなし、。つまり， (1)コッカの提示した諸

命題は極めて示唆に富むとはいえ，革命期以降に関するかぎり，彼自身も認め

ているように， これから実証的裏付けを与えられるべき， I認識を導く関心Jに

すぎない。そして，若干の具体的事実が挙げられているとし1 も，基本的には

それは， ドイツ民族商業使用人連盟 DHV等の保守的職員団体および同団体成

員の動向に関わるのみである。 (2)シュテークマンは，一括して民主的解放運動

の構成要素と捉えた職員運動の巾味の多様性を，とくにそこにおける社会主義

的潮流の出現の意義を論評していない。また，ハンザ同盟に編入された職員団

体が，他方では第二帝制の統合的な「中間層政策J，すなわち職員保険法(1911

年〕を要求していた事実主，然るべく顧慮していなし、。 (3)カドリツケの場合，

職員類型別の性格の差異に注意を促した点は評価しうるとしても，実証的には

ほとんど左翼的職員団体運動史(自由職員総同盟 Afa-Bund とその先行的形

態〕のみが対象とされているにすぎない。ともあれ，以上三者の研究成果が全

体として明らかにしていることは，職員層の行動様式およびその性格は同一時

点においですらきわめて多様であって，単に「新中間層J一般のそれとして取

り扱うことを許さない， ということである。

ところで，そうした多様性をー特徴とする職員層の意義， とりわけ社会変革

の主体としての資質は，歴史過程の総体的関連において把握きるべきこと十まい

うま Eもない。しかし， ここではそのための準備作業として，ひとまず， 1847 

73年の電機工業大経営，合名会社ジーメン入ニハルλ ケ電信機製作所ペノレリ

ン本社(以下 S&H社と略記〕の職員刊の状態を解明することとしたい。その

理由はこうである。 (1)職員は， 19世紀中葉頃，未だ社会的階層として出現して

¥、お，東欧マルクシストの職員分析については，これに対する sブラウン『新中間層』鈴木卒寿
田中轟章三R.誠信書買， 1968年， 29 剖-~-/-Q)批判的整理を参照のこと.

7) 当時の S& H社の職員とは，共同経営者と賃銀〈ローγ〉苦働者とを除く.r官僚JBeamte 
とし工雇用され，結料〈ゲハノレト〉を受領する従業員を指す.なお， ドイツの職員。定義につい
ては，それ自体相当の研究史が著積されており，いまなお決着がついていない状態であるが，な
によりも実体の究明を冒とするとこでは立入らない。きしあたり次の文献を参閉されたいー G 

Hartfiel， Angestellte und AngestelltengeτιerkscJwften in Deutschland， Berlin 1961，ノ
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いないとしても， 個別経営内ではすでに一集団として把撞されえたのでありベ

しかも，この時期に形成されて〈る職員をめくる経営 内 部 の 状 況 ζそが，以後

繰り 返し現われる諸「職員問題」一一いうまでもなくこれは，職員居の特質と

密接に関連しにいる一一ーのいわば史的淵源をなしたと考えられるからであるへ

そ の 場合とくに要請されることは，職員問題の核心をなし，職員層の多様な行

動様式を規定する「労働者と職員の差異J101の経営内的諸相につき， 当時の状

況を具体的に究明することであろう。 (2)また， S&H社を事例とする主な理由

は， 19世紀末以降に基幹産業として登場する電機工業が職員の増加の特に著し

¥S. 52-82，岸田尚主「統計集団としてのアンゲジみテルテ尭展史J，日本労働協会雑誌」第202号，

1976年， 同「法樟および社会政策的な意味におけるア γ ゲシュテルテ」同誌第203号， 1976年，

同「アソゲシュテノレテの社会学 社会科学的研究り系譜」上 下，同誌第206，211号. 1976年。

職員一般については，小池和男「職員層の形成と賃金問題」有是亨編『日本労使関需の研究』東

大出版会， 196拝。もっとも，本研究もある意味では，職員の内実の歴史的把握を通じて定義の

前提をつ〈り出す試みにほかならない。

8) r社会全体りレベルにおいではないにせよ，経営内田νベルでは，工場企業家や工場労働者と

同様，職員も産業革命の直接の結果であったJ (Kocka， Manage叩 entund Angestell七e，= 

Unternehmen der Inrlusirielle汎 Revolutioll，m: R. Braun u. a. (Hg.). G.町ellschaftin 

der industriellen R同 JQlution，Koln 1973， S. 180)。

9) 職員層の史的展開のおよその目安としてえとーナー白段階区分を表示すれば以下のごとくであ

る。

職員層の社会的位置とイデオロギーの推啓

区分| 竺 期 |社会的位置|イデオロギ

第1段階 'J経営の優勢な時期 雇主o補助者未だ雇主でない

第2段階近代資本主義発展の時期全体 「新中間層」 親書ZE齢「階級J

19日年(統一酷昌佳醐醍阿佐皐思)ない 労働者
第3段階川|し1917年唱"e・Af"a:一B、urId(包『ー括足・D山以一降の時 n世M 用r円職M員!J リアーでトは由一なふ部い分がプロレタ

在〉 ①「自由職員団体労働共同体JAfA (Afa-Bundの前身)"ζとであろう。

〔出典) Croner， a. a. 0.. S. 106より作成。

位のいう第l段階と位，実態的にはほぼζこで取り扱う1970:::￥代初頭頃までに相当するとみられ
る。 VgLKocka， a. a. 0， S. 1聞 もっとも， グロ ナ 白区分はかなりの問題を字んでお

り，これについてはのちに立入って検討する予定である。

10) Ders.， Ange出 lltezrvischen FaschisI1lU3 und Dcn回わ官tie. Zur politischen SoZ/.al 

geschichte der AlIgestellten: USA 1890-1940 im internationalen V.町-gleich.

Got1ingen 1977， S. 34 ただし，背骨者の状況については，主題り解明に必要な限りで触れるにと

どめる。
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い工業部門でありJl)そこにおし、て S&H社は創業時から一貫して独占的地位

を維持した犬経営であったこと，にあるω。

ただし紙幅の関係よ，本稿の課題は，職員の主体的行動を制約する職員市場

の構造および彼等の経営内的位置の分析に限定される。 S&H社の従業員管理

の諸相，雇主・職員・労働者の相主作用としての企業内労使関係における職員

の主体的状況， とし、った問題は，続稿におい亡解明される予定である1九

11 S&H社における職員の位置

1 S&H社の発展の概況

はじめに. S&H社の設すーと発展の特徴をごく簡単に説明しておきたい。

S&H社は. 1847年10月12日に， 砲兵中尉ヴェノレナー・ジーメンス Werner

Siemens と手工業者ヨハン・ゲオノレク・ハルλ ケ JohannGeorg Halskeによ

って， ヴェノレテーのいとこゲオノレク・ジーメンス GeorgSiemensの出資のも

とに設立された。この設立は，同時にドイツ電機工業の起点をもなすが，それ

は，なによりもまずプロイセンの軍事的響察的通信機構の整備，加えて産業革

命に伴い拡大しつつある国内市場の媒介， という二方面の要請に基づくもので

あった凶。そして，それ以降， ドイツ資本主義確立期の70年代初頭に至る時期，

11) Stegmann， Repres出 on，S. 365; W. Mertens， Zur Bewegung der technischen Privat 
beamten. in: AfSS， Bd. 25， 1'907， S. 655 

12) なお， Kocka， Unternehmen.sve門咽ltUJlgund Angestelltenschaft am Bas戸 elSiemens 

1847-1914. 'ZUJn Verhiiltnis 叩 n Kapitalismus und Bu四 kraliein der dm山 chen

lndustrialisie門的~g， Stuttgaτt 1969 tま，ヴェ バーによる官障制の理念型。批判附横討をねら
いとして， 1847-1914年。資本制工業並業ジーメンスにおける官僚制化の傾向とその限界を追究
し，同時にそごにおける職員層の問題や全計会的関連において解明した，詳細かつ重厚な事例研
究である。本稿はこの労作に多〈の示唆を受けているー

13) 関連する基本的賢料 文献としては， コヅカの前提著書 論文に用いられている Siemens

Archiv-Akteを利用したほか， 主に C.Matschos. Werner Siemens. Eut kur唱 'efa，βtes
Lebensbild nebst einer Auswahl seiner' Briefe， Bd. 1， II， Berlin 1916; R. Ehrenberg， 

Die Untetヲ包ehmungender B打必ierSiemens， Jena 1906; ders.， Das Wesen der ne旧 ait-
lichen Unternehmung， in: Arch. f. exakte Wirtschaftザorsc九， Bd. 1， 1906; K. Burhenne， 
祝福間町 Siemensals品zialpolitiker，Munchen 1932に拠った。

14) 大野英三『ドイツ金融資本成立史論』有斐剖， 195巨手.85ペーシ，居城弘「ドイツ電機工業の
独占形成過程(上)J北大『桂揖学研究』第2C巻第4号. 118ページ。
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つまり「弱電工業の発展J'日期を通じ， S&H社は一貫して支配的地位を堅持し

た。しかも60年代末までには， ロンド0/，へテノレスフゃルク等に所在する外国支

社とともに全欧州に独占的地位を占めるまでに成長しており，その性格上戦略

的企業ともいうべき立場にあった加。

ところで，創業時から1873年までの S&H社の発展。J中味をみた場合，その

経2主体としての運蛍;は必ずしも順調だった訳ではない。確かに，各国官庁・軍

隊および鉄道企業に対する顧客生産を基軸とした同社では，資金調達や商品販

売の面での経営問題は比較的容易に解決されることができた。 また， 60年代

前半までには半製品・原材料基盤も整備されていた17L しかL， 先駆的企業

S&H在にはなによりも「有資格で同時に忠誠心のある従業員Jl8)が不足してい

た。しかも，との，充員問題全中心とする人事・労務管理上の問題は，創始者

のジーメン九が書簡で頻繁に訴えているように19¥企業的拡張の陸路として終
ペアムテ Y へルゾナール

始経営首脳部を悩ませ続けたのである。その際， r職 員 は当社のアキレ

ス健だJ (1857年)20)との彼の言葉に示されるように，とりわけ有能で忠誠心の

15) E. Kreller， Die Entwicklung der deutschen elektrotechnischen Ind四 trie lInd ihre-

Allssi~hten auf dem Weltmad仏皿品aats-U. socialwiss. Fo問 ch.，Bd. 22， 1903， S. 3 

16) 1875年目 Berlinの電機工業経営総数26経営，従業員総数8()6えのうち， S&H社と Geb1"uder

S町 田ns&Co.(計測器メ カー〉のみで拍500人を占めたく0.¥Vi品feld，Statistisches Stu-

dien zur Entwicklungsgeschichte der B位1inerIndl沿 triev叩 1720-1890，in :SsF， Bd. 16， 
1898， S. 268および第3表L また， S&H社は当初園内市場を中心に蓄積をすすめ. 1848年の
三月革命時には P民 usen政府白ためにBerlin-Frankfucta. M.間電信鶴を敷設しているが
(邑机 Weiheru. a.， Weg und Wirken der Siemens-Werke i剖 Fortsch門 ttder Elekt70 

tcch四 k 1847-1972， Munchen 1972， S. 12)，すでに50年代初頭にLondonIこ 58年には
PetersburgとWienに主社を設置し， 60年代末までに全欧 H イギリス植民帝国，ロシア・ハ

ノレカン諸国の宣醍層のための電信網敷設に際立つた成果を収ゐた(大野前掲書， 86-87へージ〕。
さらに，同社のー職工長の圃想によれば， 11870ー71年の戦争はあらゆる面で作業場に有利に働
き，聖書しい庖ざらし品すら処分し」うるという状況でらったく叫 beiF. C. Delllls. Unsere 

Siemens-Welt. Berlin-Munchen 1972， S. 11). 

17) 図仏製品は電信装置，クープル，鉄道用信号装置，閉塞器.計測J器等であvたo Weiher u. 

a.， a. a. 0.， S. 13旺;Ma箇 chos，B円ぜe，Bd. 1， S. 16lf. 
18) Kocka， Management， S. 170. 

19) Matschos， Briザe，Bd. 1. S. 68， 108; Bd. U， S. 332， 3回 ;Ehrenberg， Unternehm悶1gen~

s. 412， 465; de工S.，Wesen. S. 45， 54 

20) Matschos. B円買fe.Bd. 1， S; 125 



【379) 71 ドイツ電機工業大主主営における職員層の位置について

ある職員の確保の困難きが管理問題をいっそう深刻化させていたことは注目す

ベき d点である。

職員市場の構造2 

S&H社を制約し，かっ職員の主体的行動をも規制していた職そ乙で次に，

員市場の構造を明らかにしよう。

若 干72年の日&H社の職員構成を示す第 1，2表によれば，1860 (1)まず，

と職種群との対応関係が認およそ次の図のような経歴(給源〉の例外を除雪，

職種群歴(給源)半玉

1哉

商業的事務管理職種群

;E~里管人

⑥(特にプロイセンの)文武
官僚，文武技 術 官 僚

(e)工科系学校卒業者，
U 同校関係者

用使業④商

種 群1哉系捕Jt主

作業場系職種群熟練職工③手工的

①いま管理これはとりわけ以下のことを示唆している。すなわち，

S&H社〈ベルリン〉の職員構成， 18印午

直君
200 

( +1733) 
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められる。
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重
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一軒開
「
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管
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書
通
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権務職経歴〈入社年〉

ベルリン砲兵技師
学校・ Gewerbe.
Tnstit叶 (ベルり、
γ)卒，プロイセ
ン陸草砲兵将些
同電信官僚ロ854)

名

支配人・技師長
w. Meyer 

位・氏職

係|耕地問些j輪島55み車部

在日商業使用人l;|17補助

簿
c. Haa出

帳
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職位・民

使 i lι;fLP;:刊職 務 権 I'Jit 

作 A業 We場is 長
理長進か?ら聖185書5季年最に昇E 

700 
( +768) 

民主主lFA主 共職し工にて熟長入練社労し働た古者参と I 

職 c12wJae工cnonb 長
共1ら〔8S昇5にc9h熟格年w練にen入労m社働ck〕者eかは

475 

Schwennicke 
(5人平均)

Wolff 

資 材E管le日理員 務国鉄員車〉(18掌60(国家公
585 

? ) 

作 業品町村一[捌

製当己宣ーら昇l

;:iiZR寵撃
l長作業と一しての職間権遂行 一工

F共作・業間配同賃分技準，術備労金，働S開お10発監者よm官のびen，棚出s統来宇制高幅H，賃al率労，k働訓eの時練決と， 定間の

技資ずこ「〕材師多管，目理的お官よ(僚彼び』管は理同の時者呼」称にをと「設呼も得計ばれ員てい

ト警官;117:
注) 1 結料り項の括弧内の童文値は「利益配当JTantieme。

2 因に， 1860年前後に S&H社〈ベルリン〉又は外国で「敷設監督，保捜官憤，電信

官樺」として従業していた職員のうち前歴を確認しうる者を列挙すれば，プロイセン陸

軍砲兵大尉，元 Siemens砲兵中尉0当番兵，技箭官僚，行政官僚，プロイセン電信管

理局局長の息子，医学中途放棄者，グロノメ ター製作職人，機械工，ブリキ職人， r熟
掠商人J，印刷工，のごと〈であり，また， 1859年には別に，学校長，在郷軍将校の雇

用が見込まれていた.

1出典 Kocka.Ul1ternehnu:nsvelτvaltt明 g，S. 68-H)1 i ders.， Illuustnelle Angt::1!ldilen 

schaft， S. 328-344; ders.， Management， S. 168--190; Ehrenberg， Untetフtehn山叫戸ヲ'.

S. 457品-7 H. Meyer， FutザZigJahre bei品"etnens，Berlill 1920， S. 1-4より作成m
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日毘権

ドイツ電機工業大経営における職員層の位置について

務職

実験室長
O. Frolich 

肩のt
」師技「

得

労
術
的
に
獲

練
技
師
年
き

熟
一

ο問
書

技師
Fromholz 

特に肢
③と⑦

佐
①

補
ち

の
h

つ
長
の

師
能

技
機

「
白

色
聞
記

稗
杭

1.000 Tolyt，εchnische Schule 
(ミ ~Yへγ〕卒，

機械工作業場で実践
教育経過， 67年に労
働者として入社，同
年製図員に抜擢， 67 
/68年設計事務所長

控 師
F. v. Hefner 
Alteneck 



職位・氏名・人湖

霊長v九号lMe mは白werbe
H. Mcyer他 1 l' akademie ベパ'リ

~2名 品2器開も
詰機械工を経て抜

買術選信事務所 l空間霊品名共機械 600 1 From陥の職権を参照
2名 ド工から鼓握

製図げ主 Henneberg(グィーン工科大 I500~600 I W， S同n印 s，Frischen， v 

ET泊五間協 枚組 問のもち的ス

第 121巻第6号(382) 74 

権限務職歴(入社年〉経

70年 Krimping入社 800 黄銅
72年 5月 Riefstahl I (Riefstahl) 1伝導
入社 工作

-士
を合
司の

機 械技師
Krimping 
5且カ主らは
Riefstahl 

用
危

軒
決

の
率

者
質

矧四時，管
営
の

経
書

場
上
」

業
身
督

作
'
監

全
雇
造

「
解
製

1，30日長 1機械工ー職工長一作
業場長助手を経て61
年に昇進

作業場長補佐|熟練労働者一職工長
Jacobi I i-経て昇進

作業場
Scbolz 

務所四指導，即ち注士

監訳君津晶ム品
の決定，原価計算管理，

納期管理，職工長の監督」

700 

「包装・発送台帳記帳，作業場送
り状・価格検査の責任者」

作 業島長補佐 70C又は
Holbein それ以下

職工長約16名 約 6日日|

包装作業長 1名

作業哩筆記員 500.........60川
1名

注)1 コツカの推定によれば，職位オ守宇の職員がほかに17名前後し、たことになるが詳細は不

明固また，法律顧問は常雇いではないと推定される。

ワ カギ括吊['!'付した各職員の職務権限は72年の業務規程から，肢師 Fromholzの68年の

職権は同年6月の辞令から，また，機械設1師の職権は72年5月の Riefstahl宛雇用契約

書から，それぞれ拍出した。

[出典 Kocka，Unte171ehmensve門叩rltung，S. 130-147; M町 er，F，加ザZig Jah河， S. 
1-4; G. Siemens， D町下V<g詰廿 Elektroteclmik，Bd白 1，S. 71f.; Nezμ Deutschc 

Biograψhie， Bd. 5. Ber1in 1961， S. 620， 653; Bd. 8， 1969， S. 203より作成。



ドイツ電議工業大経嘗における職員層の位置について (383) 75 

職のやや開放的な市場構造を措〈とすれば，職員市場は，それぞれほぼ封鎖性

をもった三つの職種群別市場(商業的事務管理系，技術系，作業場系)から構

成されている 21)。ただし F級技術者の給源は，作業場系職種群のそれとかな

り重なり合っており l その限りで両職種群の市場は開放的である。②三vつの職

種群別市場は，相互に並列的〈商業的事務管理系と技術系〉かっ階層的(以上

二職種群別市場の下位に，下級技術者と作業場系職種群の市場が位置する〕楕

造をもっo

(2)次に， 以上および第 1，2表に基づいて， 各給源をより立入って検討しょ

つo

④商業使用人 これは，伝統的な商業的職員職種却の総称である。 wドイツ

商業使用人連盟(ライプツィヒ〉発達史』によれば，その雇用関係上の位置は

以下のごとくであった。

170年代に至るまでは，商人身分においては次のような規制された関係が支配的であ

った。すなわち，金融的勢力に左右されず力強く自立した商人的企業家層，商業万般に

通暁し，その全域または一部の領域に従事し，個々の商品はもちろん，簿記，業務通信

中，一部の者は外国語すら知っている(商業〕使用人 彼等は何年か精励と経験を積

んで独立した一ー，そして，時に酷使されるが，しかし後継者と見倣されたため何かと

気持よく教え込まれた徒弟，以上である。未だ当該職業は過剰でなく，大規模な徒弟飼

育も広まっていなかった。J23)

21) なお，職員関係の法律も以上の市場医分におよそ対応していた。つまり， 1861年L降， r支配
人，商事代理人」は一般ドイツ商法典 Tit.V， Art. 41-65，一般の「商業使用人」は同法 Tit

VI， Art. 57-65 の規制を受け， r経営官僚，職工長，技術者」は， 1891年になって漸〈工業法
Tit. VII， Abs. III b， ~g 133a-e rJ)規制下に入った悶 Kod四 ，U，山 rnehmensve門 ιaltung，S 

158; Hartfif'l， a. a. 0.， S. a 
22) 1941年のあ高百科事典は，この職種を，概ね上下の序列に従って次の8種類に区分している@

①在外商館支配人，主配人，<E帳縛係，①会計係，①文書通信員，⑤運送員.@倉庫管理員，⑦
庖員，⑧出張員o Allgemeine Encyclopadie fur Kaufleute聞 dF，品 rikanten..0 UJie fur 
Geschafts[.叩 teuberhaμ~pt， Leipzig 1841， S. 2G6， zit. bei R. Engelsing， Z叫品zial

geschichte deutscher Mittel-und Unterschichten， Gottingen 1973， S. 58f 

23) Werden ltnd 1Virken des Verbandes V.α山 cherHandlungsgehilfen zu Leipzig vun 

1881 bis 1906， Leipzig 1906， S. 6 
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S&H 社の帳簿係，会計係以下 4~5 名の商業的事務管理職員の場合も， そ

のほとんどがもともとこうした商人一一商業使用人一一徒弟という，未だ基本

的に自足的かっ自律的な職業身分的・階層的雇用関係の規制を受けていたと考

えらオ1る。

⑥(特にプロイセンの〉文武官僚， 文武技術官僚 186日年頃の S&H社の管

理者・技術者中，官僚・軍人としての経歴(出自〉をもっ者は，外国で「敷設監

督，保線官僚，電信官僚」として従業している者を含めると約 3割にも達する。

これは!同社がプロイセン官庁・軍との密接な個人的・営業的関係を利用 Lて，

「有能な電信技官および事務労働者J. i司訣官試補および登記吏J. i主¥r電

信管理局の秘書官および発送官 l等'"の精力的引抜きを図ったためである。し

かし基本的にはこの状況は i本来，領邦国家体制jがすぐれて産業国家，軍事

国家としての性格をもち，領邦画家は絶えず 定の産業技術官僚，軍事技術官

僚に対する需要をもっていた」ことそれゆえ当面の時期にもなお，有能な行政

官僚とともに. (軍事構築師，測量技師等の〕建築官僚』鉱山官僚，電信官僚

といった技術者層が官庁・軍隊に集中していたこと，による2日。これらの文武

官僚層が，産業革命期の鉄道業，機械工業，電機工業，鉱山業の職員の重要な

給源をなしていたことは，すでにしばしば指摘されているところである'"

@工科系学校卒業者，同学校関係者 S&H社でこの経歴を持つ者は 1860

年にベルりンi業インスティトゥート卒の支配人・技師長 l人. 1872年に少く
ポ 9 テタ=タ嗣 ポりテ <ιツシコι$'=-，

とも，ハノーアァ総合技術学校卒白技師長z ミュンヘン高等技術学校卒の技師，
テヒニツシエ ポツホジュー ν

ベノレリン工業アカデミー卒の実験室員， ヴィーン工科大学THo)製図員，のち

にベルリン TH教授となる実験室長白 5人であり， この期間に， 管理者・技

術者に占める質的量的比重が目立って増大している。これは， ドイツの技術教

育の発展史とも密接に関連している。すなわち. 18世紀末から19世紀半ばにか

24) Zit. bei Kocka， a 仏 0..S. 89 

25) 以上，潮木守一『近代大学の形成と変容』東大出版会， 1973年， 305ベ ジ。
26) さしあたり， 北来訪「ドイツ産業革命と鉄道建設」高橋幸八郎編『産業草命の研究」岩波書

庖. 19五年.203-剖白ベ ジ， Kocka. a. a. 0.， S. 18閣を参同@
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けて，全ドイツに工科系諸学校が陸続として誕生した。啓蒙的官僚層によって

創設されたこれらの学校は，のちに次第に整備・拡充され， 70年代以降 THへ

と昇格してゆく。そしてその過程で， これらの学校は，民間工業のための有能

な工業企業家，管理者，技術者を準独占的に輩出していったのである 27)0 1872 

年の S&H社の事例は，そうした技術教育の成果を如実に反映するものといヮ

てよし、。

ともあれ， ドイ、ソの職員市場の創出に関 Lて，国家官僚層が一一前述のごと

く給源として，また技術教育の推進主体として四〉一一一決定的な役割を果たした

ことは特徴的であるの

③手工的熟練職工大部分の下級技術者および職工長等の現場管理者は，

S&H社の手工業的な旧型熟練工から抜擢されている。 ただしここで銘記さる

べきは， 熟練工のうちでも少数の有能な古参職工のみ (72年に， 500人前後の

熟練工に対比して僅か 5~6%) が，職員に昇格したにすぎないことである。

このことは，職員市場と労働市場とが相互にかなりの封鎖性と階層性をもって

いたことを推測させる。

(3)最後に， S&H社を悩ませたと思われる職員市場のいわば構造的要因を検

討したい。

第 1の要因は，すでに示唆したように，いずれの職種にも共通する職員の絶

対的供給不足である。この点は当時ほぼ一般的な現象であったと思われるが制，

よ7) 諸学コ松山創設と発展につ」、 ζ詳しくは， 期本前倒書. 297-344ベージ，高橋秀行「プロイセ〆
における工科系商学校の生成と発展J大分大『経済論集』第26巻第 2.3号.1974年， 72-109ペ-
;/， P. Lundgreen， Techniker問 Preus朗包ahrendder fi吋 henlndustnalisieアτtng，
Berlin 1975， S. 7-40を参照。

28) 給源に関しては，本稿脚注34の衰をも参照@ それによれば， Pr即日聞の最高技術伝習所の
Gewerbe，lnstitutの今徒の 3割噛が官車の子弟である。 また，学内規樟が軍隊的官揖的睡厳さ
で貫かれていたことについては，潮木前掲書.300-325へージ，高橋前掲論文.80-87ベ ジを参
照されたい巴

29) 管理職については0.Schwarz， Die Betriebsformen der modernen Grosind凶 tne，in 
Zeitschよ ge' 晶aatswiss.，Bd. 25， 1869， S 珂5，職工長及び桂樹者については Matschoβ，
Preusens Ge即erbeforder抑 !gund ihre gγoβen Manner， Berlin 1921， S. 149， 15S，高橋
前掲論士. 103-107ページ，商業的職員が未だ過剰でなかったことについては Werdenund 

Wirken， S. 6 
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とくに基幹的な電気技術者の社会的養成については， 1882年にはじめて，ベル

リンおよびシュトゥットガノレトの各THに電気工学講座が設置されたにすぎな l

L 、'"。そして， S&H社にとって充足されない職員の需要は， じつに1880年の

のちに至るまで I第級の経営問題」ωであり続けたのである。

第 2の要因は， 殆どの職員が広汎な独立可能性をもっていた ζ とである。

1860年よりのちに S針王社を退職した職員4人のうち， 白ら不適格性を認め

て退職 ν た 1人(その後の職歴不明〉を除き，会計係が銀行経営者として，職

工長が鋳造工場経営者としてそれぞれ独立し，資材管理員は セメント工場。

支配人に転身(つまり一歩独立に接近〉しているのである 8目。そして，このこ

とも S&H社に限らず当時普通に見られる現象であった叫。つまり職員はまだ

封鎖的な職業集団としては現われていなかったのである。し、いかえれば，いわ

ば自己完結的な職員の「労働市場」は未だ創出きれていないというのが， 1870 

年代初頭頃までの基本的状況であった8心。 こうした状況が， S&H社の充員問

30) 但し，電信講座のみは76年に Poly加 chnikum (Dresden) に開設されてし、る。，，1<印schen

.fuhrunι Gedanken剖 T 品田alpolitik.Ehrengabe aus dem K¥両日eder Soztalpolit. 

Abt. der Siemens-Werke f. Geheimrat Dr.-Inι正-LGo問問削l1. 10. 1930， o. 0.， 0 

].， S. 37 

.31) K町~a， MHmlgement， S. 171 

32) r: 町 S.，Unte門 zehrnensveγzιaltung，S. 102 
33) 1主..t五cl，ι a.0.， S. 126; Werden und Wirken， S. 6; Lundgreen， a. a. 0.， S. 191他

方，三且前期においてさえ，商工業中産層に上昇する労働者は極めて稀な例外に属していた。 F

D 日 arquardt，Sozialer Aufstieg， sozialer Abstieg lUld die Ent..sldlUllg der Bediner 

Arbeiterkl師 se1806-1848， in:' Gesc九ichte仏 Gesellschaft，1. J g.， H. 1. 1975，邑 51-62

34) なお，商業的職員¢社会的出自は，普通独立商人ないし都市名望書毘アカデ ミカ のチ弟か
らなっていた CEngelsing，ιια，S.81).，また次の表によれば，上級技術者となる Gew町 b，
Institut iV生徒の出自は，商ん工場主，高級職員，官吏，自由職で 7割強を占め， S&H社ノ

工業インスティトヮ ト似， グロイセン地方工業学校生桂工相社会的出自(%)

詰詩トJt自|手下業者鷹匂官官|官 室|自白幡その叫 計

A 1855--67年. v n lli @ 

BM臼 酎 年 l 田 24 12 2 帥

注) AO:;サンプノレは1008名， B由サンゾノレは41名でザーノレプりユツケン. トリ

アー，コプνソツ，イ ゼルロ ン，ハゲン，エルパ フェルトの各地方工
業学校を対象とする白

[出奥JLundgre叩 ，Techniker. S. 97f.， 1l9f より作成。
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題の解決をかなりの程度制約したことは否みえないところであろう。

3 S&H社内における職員の位置

では，以上のような職員市場の状況を背景とした S&H社の職員は，経営内

において. (労働者と対比して)し、かなる位置にあったであろうか。この問題

を，職員の位置，それゆえ彼等白行動様式を規定する同社の経営形態の発展構

造と関わらしめて明らかにしたし 1。 その際， 第 3表からも窺われるように，

S&H社の経営形態の発展は， およそ1847-67年の第 1期と 1867ー 73年の第2

期とに区分され，第 l期ほ「緩慢な成長と一時的な停滞」を基調とする「工場

と手工業経肖の中間的位置Jの時期，第2期は急激な蓄積基盤の拡大と分業・

機械化の進展による「マヌファクトゥアから工場へ」の推転期，として特徴づ

けられうる加〉。そこで以下では，各時期の業務管理体制と職員構成・職務権限

配分とをそれぞれ具体的に検討することとする。

第 1期(1847-67年〕

業務管理体制 創業当初は 2人の共同経営者の分業体制が取られていた。す

なわち，ジーメンスが，注文交渉，大規模な企画，支社との主な通信，技術開

発. I人事・社会政策」等の作業場外の業務指導を行い，ハノレスケが製造業務

を指導した。 54年にはしかし，軍・官庁時代を通じてジーメンスの同僚かっ親

友であったヴィリアム・マイヤ-William Meyerが「技師長・支配人」とし

て雇用きれ，以後，各人物の強烈な個性を反映したいわばニ頭管理体制が，内

部に緊張を苧みつつも 67年ま己基本的に維持された同〉。

¥の曹練工とほぼ共通の出自と見ら札る Preu.senの地方工業苧枝の生徒の場合冒手工業者出身が
6割に及んでいる。 Vg1. Kocka， a. a. 0.， S. 65 ともあれ，職員の社会的出自は，労働者町場
合と比べてかなり上層申それであったといえよう。

35) Koc1三a，Industriel1e Angestelltenschaft in iruhindustrieller Zeit. -Status・Funktion
BegriCf-. Das Beispiel uec "Pavatbea.mten" uer Firllla S & H 1847-1867， iu: O. B-u~ch 

(Hg.)， Untersuchungen zur， Geschich白 derfruhen lndust門 alisierung叩 rnehmlich
im wl河schaftsraum 13eγiin/Br.ωut町lburg，Berlin 1971. S. ;j2~; ders.， Unt，町wehmens-

verwalt叩 19，S. 117; Ehrenberg， Un的マlehmungen，S. 494 
36) K町:ka，a. a. 0.， S. 76f. Werner Siemensは， PreuBen将校，同官僚，企業家，発明書己

3[岸戦争時まで糊る家系図をもっ Siemens家の家長三且革命期の自由主義者五び進歩党り/
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第 3表 ジ メンス±ハノレスケ社の発展

企業全体 ~ミ ノレ リ ン S & H 社

年

間|間 草壁|問書 需品Flhtl手
1847(50 49 49 49 54.219 

1851 50 8，678 

1852 90 

1853 49 11，250 
1854 130 90 200.000以上

1855 268 122 50，171 

1856 332 58，50( 119 20，073 

1857 367 97，8口D 127 20，328 

1858 408 101，000 146 6，198 

1859 419 122，000 154 48，823 

1860 401 252，000 150 14 136 34，659 

1861 438 141 37，329 7，121 

1862 492 135 35，349 4，304 

1863 515 168 12 156 49，156 14，368 

1864 660 163 10 153 49，119 37，465 

1865 652 135 11 124 45.837 45，136 

1866 733 166 13 153 43，914 63，669 

1867 672 192 45.183 676，580 52，233 

1868 691 314，313 211 45，285 842，332 

1869 836 390，225 271 76，830 1，040，877 

1870 1，080 627，087 380 101，712 1，32&，998 

1871 1，386 446 155，481 1，591，840 

1872 1，591 581 ca. 58① ca. 523① 286，071 2，167，161 

1873 1，672 928，008 558 304，875 2，331，946 

1874 2，351 540 290，691 2，635，910 

1875 1，119 499 49 453 279，038 2，371，010 

注)1 ①は年平均数。 73年のベル 1):/S&H社従業員数。減少はジーメンス兄弟会社(ベ

ルリン〉の分立による。②は75年12月 1日の官庁調査の数値に基づくヨヅカの推算によ

る。①は機械および工具勘定で， 63年からは蒸気機関勘定も加揮されている。

2 斜字体の数値(~ レンベノレクによる〉と他の童文置とでは算山方法が異なっている可

能性があるが詳細は不明。 エー νンベルクによれば， 68年甲企業全体白収益は 313600
Rtl.，64牢から66年までのベルリン S&H社の収益は 27783，44391， 63081 Rtl りごと

くである。担L.67:年の数値は 52233Rtlで表掃の数値と一致しているa
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〔出典JSiemens-Archiv-Akte， 24jLd 580， 29jLe 932， E. WaUer， S;印dienzur Final出

geschichte des Hauses Siem四九以上 zit.bei Kocka Unternehmensve門 valtung

S. 61， 118， 124 f， 563-566，および Ehrenberg，Unten包ehmung，四， S. 485-510より
作成。

ところで S&H社では，管理技術としてプロイセ γ官庁・草の発達した官僚

制的諸慣行が， とくにジーメンy、，マイヤーを通じて広汎に摂取された。たと

えば，官庁的な各種。「命令j，r指令j，r作業場服務指令j，r秩序罰j，(やや
ペアムテ

後の) r回状」等の諸制度が適用され，職員は「官僚」と呼ばれ，一時マイベr

ーの管理下にあったロシア支社では制服が着用された'"。そしてそのために，

経営内にきわめて濃厚な官庁的雰囲気が漂うことにーもなった。 rいかなる国家

官僚にすら与えられぬ程詳細な必要指令|が発動きれ， r執務時間」が「過度

に厳密に遵守」され，事務所では「死の静寂」が支配している， とすち言われ

ているのである則。もっとも， 67年までの S副社は 4~5人の軌戒と最

高 5'-""-6の職工長職場をもっ作業場，および両者にはさまれた中庭の負荷量蕩

から構成きれ，未だ比較的小規模で十分見通しの効< rマヌファク「ゥア」で

あったにすぎない89Lそして，そうした S&H社において官僚制の諸慣行が導

入されたことは，実際には労働過程上・管理機構上の要請に基づくものではな

かった。そのことは，すぐのちに触れる職員の職務権限配分にも示されている

が，とりわけ，管理の実状に関する次のような職工長メルジの回想からも明ら

かであろう。労働者の昔情は「中間の審級順序を経ずにずヱルナー・ジーメ y

zにまで達し亡しまい，そり聞に配列された官僚達に種々の困難を惹き起こし

¥4共同創設者といった多様な顔をもち (W.v. Sierne回 ，Leb酎lsennnerungen.BerJin 1893， S 

4，pl月 ;K神a，a. a. 0.， S.岨日)，作業場0)r手工業者連J(職工長，熟練工)0)なかの
「第一人者J (Ehrenberg， Wesen， S. 49) であコた Halske は Werncr の弟の
Petersburp;支社長 Carl をして， r彼は作業場の境界を越えるものすべてに逆う J (副 bei

D百 1;;" Unterneh，nung印， S. 443)と言わしめるような性格の持主であった。また.Meyerに
対して Carlは「形式耳りや↓ 「夜警」と呼び Wernerは「重要な組織タレント」と称賛し
亡し、る (zit.bei Ebd.， S. 458f.) 

37) Kocl日，a. a. 0.， S. 86妊;Ehrenberg， a. a. 0.， S. 88f 

38) Zit. bei Kocka， a. a. 0.， S. 86ff. V gl. Eh目 nberg，a. a. 0.， S. 89 
39) 第1衰および Weiheru. a.， aι0.， S. 27， 32を幸照。
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た。」叫しかし，それにもかかわらず， S&H社の官僚制的諸慣行の導入は，機

能的合理性の観点を欠いていたわけではない。だが，ょの点の詳しい考察は次

稿に譲らねばならない。いずれにせよ少くともここで確認さるべきは，社会的

に規範的なプロイセン官僚制の秩序が， S&H社の経首内部にかなり直接的な

形でもち込まれているということである叫。

職員構成と職務権限配分 既に1855年には67年までに見出された tべての職

員心職種が出揃ってくるが"九 ζζ では事業がほぼ軌道に乗った1860年頃の状

態を検討したい(以下， とくにことわらぬ限り第 1， 3表， 第 1図 (1860年〕

による〉。

創業時労働者10人で出発した S&H社の従業員数は， 1850年代の外国への蓄

積基盤の拡大に伴い漸増してはゆ〈が， ミレれ以降 1867年頃まではおよそ130人

~190人の聞を停滞している o 60年当時の従業員150人の内訳は， 労働者136人

に対し職員は僅か14人(従業員総数の10%未満〕にすぎなかった。労働者の編

成は，手工業で徒弟修業して入社した万能的熟練工が 127人(うち少数は職工

長補佐，大部分は精密機械工と錠前工)， 不熟練工が 9_ 、である剖手工業的

な親方・職人関係の色濃い作業場では，多数の熟練工の単純協業が基本であっ

て，そのため，個々の労働者の仕事は相対的に同質的，定常的かっ集団的性格

をもっていたH'。彼等はまた，専ら，工程管理・労務管理・技術開発上の広汎

な業務を担当する 5人の職工長(うち 2人は作業場長補佐をも兼任〕の庄倒的

40) Zit bei Kocka，ι 仏 0.，S. 93. Weberの言う(経営の〕官僚制じのためには，相対的に小
ま~i甚な S&H 社にはなによりも「行政事務の景的発達J 1:: ¥，、ぅ地盤が主だ藍 4 ていなかったと
いえよう。 M.Weber， Wirtschaft und Gesellschaft， 5. Aufl.， 'Tubingen 1972， S. 559f世
良晃志郎訳 r支阻の社会学!，創立社， 1960年，田 84へ :/.なお， S&H土+における初期D
官僚制化の傾向と限界について詳しくは Kocka，ι a.0.， S. 86-93を参照のこと.

41) なお，官樟制の慣行の導入が当時の民間経営に相当拡延Lていたこ止は.70:年の Siem田 ，0) 

書簡からも間接に窺い知られる。つまり， I組織田良さという点にプロイセンり企業のイギリス
の企業に対する憧位がある。それはイギリスの企業の多〈の長所を補って余りあるものだJCzit. 
bei Ebd.， S. 90) 。

42) KQcka， Man.agernent， S_ 180. 
43) Ehrenberg， a ι 0.， S. 468f 
44) K目 ka，lndustrielle A且gestellt田町haft，S_ :~2g もっとも，手一仁的熟練工が「芸術作品 l' (zit 

bei Ehrenberg， a. a. 0.. S. 469)を作っていた限り，彼等白自律性も一定程度維持されていた
といわねばならない。
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権威に服した4目。

第 1図 S&H社(ペルりン)の管理機構

[1860年〕 支配人(技師長)

作業場長(+補佐) 帳簿係

時理員作品開時員記長会JE平日T
給料
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(J自72年〕
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「出典， K町 1m，UJJtI!:問 ehm叩 sve1"'rt，a!t，山 g，Anhang 1， S. 564f 



84 (392) 第 121巻第6号

これに対し職員の場合，職工長・作業場長補佐を除く残り 9職種，つまり，

支配人・技師長，作業場長，資材管理員，作業場筆記員，製図員，帳簿係，会

計係，記録係，使T，はみな職員各 1人ずつである。この職種編成は，未だ大

きく作業場系職種群と商業的事務管理職種群に二分されうるにすぎない。よれ
ハウデト ヨントール

に対応して，職員は各々小規模な作業場ないし作業場事務所と本社事務所で従

業していたが“内部での職務権限配分，つまりいわばヨコとタテの分業も，

仕事が少いこともあって，未発達であり不明確であった。すなわも，①殆どの

職員の仕事は，本社事務所の帳簿係(初期的な財務・計数管理全体を向律的に

統轄管理〉が「全能のハーゼJ!-呼ばれ，作業場事務所の資材管瑳員が「多目

的官僚 lと呼ばれていたことに象徴されるように"九多少とも広汎で少なから

ず重複する非定型的 個別的な業務の性格を有していた。①職員統轄の機構も

基本的に僅か三段の序列が形成されているにすぎず，また，仕事が殆ど例外な

くジーメンス，ハルスケおよびマイヤーとの個人的な分業関係によって規定き

れていたため，この命令・服従序列も必ずしも厳密なものではなかった。そし

て， 労働者との相違点としてここでとくに注意すべきは! 大部分の職員が，

経営首脳部との個人的な分業関係のもとで，経営のいわばく権力・情報中枢〉

に常時参加Lていたこと削，彼等が， S&H社という特定企業的な色彩の濃い

「熟練」に基礎づけられて，豊かな昇進機会を享受していたこと，である。つ

まりこの点でも，三段の管理序列の聞にはいわば断層は存在し亡いなかった。

要するに，第 1期の S&H社内における職員は，経営に対して労働者より造

かに強い自立性をもっていたということがてきる。

第 z期 (1867-73年〕

業務管理体制Ij 1867年にいわゆる企業家精神田欠如した J、ノレスケが自ら共同

45) バ デンにおける同様の事態については， W. Fischer， Der Staat und die Anfange der 
Industrialisierung in ßad<約~ 1800-1850， Berlinユ9G2，S. 352， 35Gf 

46) Kocka，ι a. 0.， S. 334-338 

47) Ders.， Unternehm酎 lsvenιa!tung，S. 133および第 l衰参照。

48) Kocka， Unternehmensveru;altung， S. 104 
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経営者としての地位を退き 68年初頭にマイヤーが死去するとともに. S&H 

社の業務管理体制はジーメ Y スによる「個人統治」体制に移行した'"。だが，

この体制の下での印欧電信線の敷設の開始と柑次く技術革新聞〉による企業の急

拡張は，はや〈も68年 7月に， ジーメンスをし C I事業は現在の当社の状態な

らばいかなる程度にも任意に拡張しうる。 限界は指導の良否にのみ存するJ51)

と言わしめる事態を招来した。殊に技術部門の急伸は，確かに，生産過程にお

ける旧来の「職工長経営」に対して経営の規制j力を強化する「技師経営」への

転換日〉の開始によって，質的に新しい管理状況を出現させ始めは Lたが，それ

と同時に，各部局，各職種聞の職務権限配分に過渡的な不明瞭きをも生み出さ

、ずにはおかなかった。そして. IVへフナー=アノレテネックのフリッシェンと

の意見の行き違いは会社に多額の金を費消させた」日〉と， 作業場長補佐ヤコビ

も回想しているように， もはや事業主一人の即興的な調整では処理しえない緊

張状況が顕在化していたのであり. I個人統治」体制の再編は早晩避けられな

いところとなっていた。こうして. 60年代末にまず，ジーメンスの指導の下に，

支配人・帳簿係ハーゼ，技師長フリッンェン，技師(技術通信事務所長〕フロ

49) なお.{l話量全体のレベルでは， 68年初頭に会社契約の更改が行われ， 従来Ber1in，London， 

Petersburgで独立して営まれてL、た事業は， W erner， Carl， Wilhelmの Siemens 3日弟の共
ゲザ~.. ，，，，γ ，ーヲト

同所有のもとに「総合企業」として統合された。 Ehrenberg，a. a. 0.， S. 454f.; G. Siemens， 
Der Weg der Elektrotechl1品， Bd. 1， Munchcn 1961， S. '68-70; Kocl三u，a ι 0.， S 

133f 
50) 67年に，印欧電話融監設閲拍以挫の市場肱大に杵いその必要性を増してきた技柿的通信事務自

処理のために技術通信事暗所が設置され.67/68年に，生産の規格化のために設計事務所が設置
されたo 67年以降はまた，作業場の工程別地車種別分業が進み， 71/72年にはアメリカ式の専門工
作機織が導入され， rアメリカ室」に設置された。さらに.66年のダイナモ発明 (W.Siemens) 

に象世される電気技術の革新を組織ltすべく，73年に実験室が拡充 整備された。 Ebd.，S. 124f 

136-141: G. Siemens. a ι0" S. 76f 

51) Matschos， Briげん Bd.I， S. 296 

52) L. H. Ad. Geck，工)iesozialen Arbeit同 erhciltnisim Wandel der Z.自民 Berlin1931， S 

55. V gl. A. Riedler.島市1Rathenau und das Werden der Grosr.叫 rtschaft，Berlin 
1916， S. 114-151 日本におけるこの過程，つまり， 日露戦争以後の「問委的管理体制」から「直
接的管理体制Jへの転換については，兵藤釧「日本に制する労賢関係の展開』東大出版会， 1971 

年，を参照されたい。
53) Zu. bei Kocka， a. a. 0.， S. 145両者については後述重参照し
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ムホゾレツ，技師(設計事務所長)vへフナー=アノレテネック，作業場長ショル

ツらの管理的職員で構成される常置的合議割Jが制度化され，作業場との連絡手

段として旧来ゐ「命令」制度が「回状」制度にとって代られた。次いで72年に
ゲν，ーヲタオルド .γ。

は，職員支配のための最初の「一般的原則的規則」と Lての業務規程が制定さ

れることとなった刷。

もっとも， この業務規程は，車L牒が頻発した技術系管理職聞の，また彼等と

作業場の管理職との聞の権限調整を眼目としたにもかかわらず，所期の意図を

十分?皆たしうるものではなか勺た。確かに，二人の技師の職権配分は明確化き

れ，第 2表に示したように， t主術管理局の 5機能，つまり①顧客交渉，①屋外

作業の指導1 ③設計管理と実験l ④製品検査，⑤作業場の上級監督，のうち，

①①をフロムホノレツが， ③④⑤を v へフナー=アノレテネックがそれぞれ代表

するものとされた。だが，技術管理局の総括管理者，技師長フリッシェンの「補

佐」として位置つけられた両技師が，同時に同管理局の各機能の「代表者」で

もあったことは，技師長と両技師の聞の上下関係に依然不明確さを残すことに

なった5日。また，作業場に対する「上級監督J (技術管理局〕と「専門監督」

(作業場指導部〕といった概念は，それ以上の具体的規定を欠き，実態に即し

て余りにも陵味であった日〉。要するに業務規程は，急変貌しつつある経営体を

一義的に秩序づけるには余りにも「一般的原則的規則」に過ぎたのであり，所

詮過渡的な性格を免れえなかったのである。

職員構成と職務権限配分 ここでは，拡張の頂点に達する間際の1872年の業

務管理体制下の状態を検討することとする(以下もと 4にことわらね限り第2，

3表，第 1図(1872年〕による〉。

1867-73年の市場の拡張と技術革新による経営規模の拡大に伴い，従業員数

はこの間に192人から558人へと約 3倍に急増し，職員数も72年には日O人近〈に

54) Kocka， a ι0" S. 146 

55) このため1 解決置として 3人。技荷者の合議的指噂が企τられたようであQo E ιS. 147 
56) Ebd.， S. 147 
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も達している。ただ， 同年の従業員数581人との比では約10%であり， 労働者

に比較してなお 握りの従業員層にとどまっている。 71/72年の専門工作機械

の導入によって，労働者ーの編成には，旧来の熟練工，不熟練工とともに，新た
γνゲレル γテ

に代替可能性が高く自立性の低い半熟練工〔経営内で 1年前後の速成訓練を受

けた〕と女工が加わったが， これに伴い， S&H社の懸案の労働力不足問題は

基本的に解決されることとなった刊。

他方，職員の職種は少くとも 17職種に増加しており，担当者 l人の職種(支

配人ー帳簿係，技師長，実験室長，機械技師，作業場長，包装作業長，作業場

筆記員，会計係，補助員，記録係，法律顧問〉はまだ過半に及ぶが，複数の職

員の職種も 7職種(技師 2，実験室員 2~3，技術通信事務所員2， 製図員5，

作業場長補佐 2，職工長約16) にのぼり， 後者の単位職種当り職員数も目立っ

て増加している。以上は，技術系職種群，作業場系職種群，商業的事務管理職

種群の三類型に仕ぼ区分可能となっており，その中でも作業場系および技術系

の仲びが著しい(1860年の10人から1872年の14人十21人へ〕。その職場も，実

験室，技術通信事務所，設計事務所，作業場事務所，作業場，本社事務所，に

分化している悶〉。ところで職員の職務権限は， 一一既にみた管理職レベルの不

明確さに対応して一一他の職員の場合も全体としては依然「多目的」的で「職

務の互換性」に乏しい状態であった。そのことは，本社事務所の職員構成が殆

ど不変なこと，機械技師が技術改良や工程管理上の多様な業務を遂行するかた

わら， I直属上司の技師長，作業場長」の業務をも補助したこと(したがって

命令・服従序列も不明瞭)， 作業場長補佐が計数・財務管理， 労務管理上の広

汎な業務を担当したこと，等からも容易に推測しうる。だが，それにもかかわ

らず，次の点は看過ごせない。すなわち，最高 6段の重層的な職員統轄ヒエラ

ノレヒー由形成も示唆するように， ます三 前述白「職工長経蛍」から「技師経

57) I 質の悪い芳園者でも良い製品を作れるようにJ(Matschos， Briefe， Bd. I!， S. 354)とL、う
のが，専門工作機械の轟入の意図であった.なお半熟練工の人数は不明，女工数は1871年に17人，
72年に18人， 73年に11人であった (Kocka，a. a. 0.， S. 126)。

58) 本稿脚注50を毒用
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営」への転換の開始は，作業場の末端職員，とくに職工長の自立性を漸次っき

崩すことになった。この点について作業場長補佐ヤコビは次のように回想して

いる。 i初期のハノレスケの下では，作業場自体が時々有用な設計図を創出して

いた。しかし V. へフナーの下での設計事務所の成立以降，すべての実践的

経験は抑圧された。それどころか，そもそも設計問題についてのし、かなる自発

的意見も抑制されてしまった。」ω〉そして同時にこの過程は，作業場を規制しつ

つある当の「技師経営」の内部にも，ほとんど自律的作業を行フていない製図

員等の下級技術者層を徐々に堆積させ始めていたのであるeO30

要するに，第 2期の S&H社の職員は，全体としてはまだ経営に対する初期

的自立性を維持していたが，急激な市場の拡張と「合理化」による経営規模の

拡大に伴って，下級の職員の場合，彼等を労働者と区別するそうした自立性は

次第に失われはじめていたのである。

III 小 括

以上検討したなかで，職員の位置についての留意点を挙げてここでのまとめ

とし主こし、。

(1)ドイツ資本主義が確立する1870年代初頭までの初期の職員市場の特徴は，

なによりも，職員の絶対的供給不足，およびとくに彼等の広汎な狙立可能性と

いうことである。彼等にとって「被用職員である乙とJAngestelltseinは独立

への過渡的段階主意味するにすぎなかった'"。

(2)乙うした職員市場の状況を背景として， 1847-67年の「マヌファクトク

アJS&H社の少数の職員は， 同社内部においても経営に対して労働者より逢

かに自立的な立場ピあった。それは，彼等が単にいわば機能面での「雇主の補

59) Zit. bei K(){ニka，a ι0.， S. 143 尤も，職工長の 定程度自立的な規制橿限は，労務管理面

で依然としてまだ維持されてはいたa

60) Ders.， Art "Angestel1ter“in: O. Brunner u. a. (Hg.)， Geschichlliche Grundb.どgべffe
Historisches Lexik間 zurρolitisch-sozialenδiprachein Deutschland， Bd. 1， Stuttgart 
1972， S. 115 

自1) Hart五elι a.0.. S. 126 



ドイツ電姐!I業大経営における職員層の位置について (397) 89 

助者」であったことによるばかりではなし、。それはまた，彼等が会社「当局」

Firmen “Obrigkeit "の〈権力・情報中枢〉に(直接に，またのちの昇進によっ

て)参加する「支配のトレ ガ 」であったことにもよる刷。職員が「官僚」

と事ばれたことは，そのかぎりで客観的根拠をもっていたといえる。いずれに

せよ，職員市場の状況とも合わせ判断して，職員は未だ完全に賃労働者化して

いなかったといってよいであろう削。

(3)しかし， S&日社が急激な市場の拡張と「合理化」によって「マヌフ γ ク

トゥアから工場へ」推転する1867ー 73年に，以上の状況もかなり変化すること

になっ介。つまり，確かに，職員は全体正しては未だ経営に対する初期的自立

性を維持していたが，管理機構の末端に位置する下級の職員の場合には，機能

的にも，また支配の局面においてもそうした自立的性格は失われつつあったの

である。この意味で， 1870年代初頭頃はいわゆる職員の「プロレタリア化」の

現象が現われはじめる過渡期にあったといえよう“ら

(1978年 3月脱稿〕

62) Kocka， Un的 'tWhmen四 6門 valt耐 19S. 191 クロ ナ ¢規定にはζ自主配の局面が欠叶て
いる。 Croner，a. a. 0.， S. 106および本稿脚注 9を参照。

63) より点 e，カドリツゲりように，管理噛を含む全職員をただちに賃労働者と規定するのは実態
に即していないといわねばならない。 Kadritzke，a. a. 0.， S. 143， 153， 217これについて位小
池前掲論文.29Cー294ページをも毒照。

64) 全社会的νベノレでもまた， 1869年の工業法の制定前後からの商業的職員に関わる「徒弟飼育」
品官軍等の発生に示されるように， 7C年代初頭前後の頃から職員の「プロレタリア化」に基づく社
会問題が徐々に表面化してゆぐととrなる。 Werde?包帥ullVirken. S. hf.; K. Riicher， Die 

Arbeiteげ同geim K.副 ifmannstande.Berlin 1883， S. 4ff.; 25 J.品開 Technikergewerk

5chaft 10 Jah同 Butab.Fes白 chriftzum 25 Jahrigen Juml，出 4用品sBu抑止sdet 

向 'chnisch-industriellenB担 mten(Butib) 抑 'ldzum 10 jahrigen Juhilaμm des Bundes 

d<r配布ch回 ，ch師 Angestelltenund Beamten (Butab) im M出 1929，hrsg. v. Vorstand 

des Butab， S. 12f 


